境港市公告第８１号

公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。

令和７年（２０２５年）１１月２１日

境港市長　伊達　憲太郎

１　業務の概要
　（１）業務名
　　　　境港市ふるさと納税推進業務
（２）業務内容
　　　　境港市に対するふるさと納税制度を利用した寄附金の推進を行う。
（３）業務履行期間
　　　　令和８年４月１日（水）から令和１１年３月３１日（土）まで
なお、契約締結日から令和８年３月３１日（火）までは履行準備期間と
し、その間の支払いは発生しない。
（４）見積限度額（業務委託料の提案率） 
寄附金額に対する単価契約とし、本業務の見積限度額は寄附金額の５％（消費税及び地方消費税を除く、小数第一位まで記載すること）とし、業
務履行期間中は一定とする。

２　参加資格要件
　　参加者は、公告日において、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。なお、最優秀提案者の決定までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消すものとする。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（２）境港市による指名停止を受けていないこと。
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立がなされていないこと。
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は第２条第６号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。
（５）国税及び地方税に滞納がないこと。
（６）ふるさと納税事業の著作権の帰属において、地方団体と訴訟案件など係争状態にないこと。
（７）令和６年度中に、本業務と同種の業務の運営実績が５件以上あり、なおかつ年間１０億円以上の寄附実績がある自治体の運営実績があること。
（８）一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク（P マ　ーク）又はISO/IEC27001 に基づいた国際規格の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得（業務に必要な範囲の取得を行っていること。）し、定期的に更新を行っていること。
（９）本社又は支社等が鳥取県内に所在し、当該支社等が本業務を担当すること。（令和８年３月末までに支社等を鳥取県内に設立する予定を含む。）

３　担当部署（問い合わせ及び書類提出先）
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地　境港市総務部総合政策課
電話：0859-47-1067　ＦＡＸ：0859-47-1205

４　各書類の配布開始日
（１）各書類の配布開始日
令和７年１１月２１日（金）
（２）配布場所
境港市ホームページからダウンロードすること。
※窓口、郵送、メール等による配布は行いません。
　
５　質問及びそれに対する回答の方法等
（１）質問受付期限
令和７年１１月２８日（金）午後５時必着
（２）提出方法
３（担当部署）に電子メールで提出することとし、電子メール送信後、担当者まで電話にて送信確認を行うこと。
（３）回答
質問に対する回答は、令和７年１２月５日（金）までに、境港市ホームページへ順次掲載する。

６　参加申請
（1） 提出書類
ア　参加表明書兼誓約書（様式１）
イ　業務実績調書（様式２）
ウ　会社概要書（様式５）
エ　履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）（発行後３カ月以内）（写し可）
オ　国税（法人税及び消費税）、地方税の納税証明書（発行後３カ月以内）
カ　一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク（P マーク）又は ISO/IEC27001 に基づいた国際規格の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得（業務に必要な範囲の取得を行っていること。）し、定期的に更新を行っていることを証明できるもの（写し可）
（２）提出期限
　　　　令和７年１２月１０日（水）午後５時必着
　（３）提出場所
　　　　３（担当部署）に同じ。
（４）審査結果の通知 
参加申請のあった者の参加資格等を審査し、参加資格を有すると認め　られた者にその旨を通知（発送）するとともに、企画提案書の提出を依頼する。なお、審査の結果、参加資格を有しないとされた者については、その旨を通知する。

７　企画提案書類等の提出
（1） 提出書類
ア　企画提案書
イ　業務実施体制表（様式４）
ウ　見積書（様式６）
　（２）提出期限
　　　　令和８年１月９日（金）午後５時必着
　（３）提出場所
　　　　３（担当部署）に同じ。

７　審査
　　境港市ふるさと納税推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会において、企画提案書類等の評価を行う。

８　最優秀提案者の選定
　　審査の結果、二次審査において最も評価の高い提案をした者を最優秀提案者として選定する。

９　契約締結の交渉
　　最優秀提案者として選定された者と契約締結の交渉を行う。なお、当該交渉が不調となった場合は、審査において、評価の高い提案者から順に契約締結の交渉を行う。

10　その他
　　本プロポーザルの執行に関し、この掲示に記載のないものは、別途交付する実施要領によるものとする。
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